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関係条例・法令（抜粋） 

◎障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例（抄） 

（定義） 

第２条 （略） 

２ この条例において「差別」とは、次の各号に掲げる行為（以下「不利益取

扱い」という。）をすること及び障害のある人が障害のない人と実質的に同等

の日常生活又は社会生活を営むために必要な合理的な配慮に基づく措置（以

下「合理的な配慮に基づく措置」という。）を行わないことをいう。 

 一 （略） 

二 医療を提供し、又は受けさせる場合において、障害のある人に対して行

う次に掲げる行為 

  イ 本人の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要がある場合その他

の合理的な理由なく、障害を理由として、医療の提供を拒否し、若しく

は制限し、又はこれに条件を課し、その他不利益な取扱いをすること。 

  ロ 法令に特別の定めがある場合を除き、障害を理由として、本人が希望

しない長期間の入院その他の医療を受けることを強い、又は隔離するこ

と。 

三～八 （略） 

３ （略） 

 

◎障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例（抄） 

（不利益取扱いの禁止） 

第８条 何人も、次に掲げる行為（以下「不利益取扱い」という。）をしてはな

らない。 

 (1)・(2) （略） 

(3) 障害者に医療を提供する場合において、障害者に対して行う次に掲げる

行為 

ア 障害者の生命又は身体の保護のためやむを得ない必要があると認めら

れる場合その他の合理的な理由がある場合を除き、障害を理由として、

医療の提供を拒み、若しくは制限し、又はこれに条件を付し、その他不

利益な取扱いをすること。 

イ 法令に特別の定めがある場合を除き、障害を理由として、障害者が希

望しない長期間の入院による医療を受けることを強制し、又は隔離する

こと。 

(4)～(11) （略） 
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◎さいたま市誰もが共に暮らすための障害者の権利の擁護等に関する条例（抄） 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

 (1)～(6) （略） 

 (7) 合理的配慮に基づく措置 障害者が障害を原因として日常生活等を営

む上で不可欠な活動をすることができず、又は制限されるときに、当該活

動をすることができるようにし、又は当該活動の制限を緩和するために行

う、用具又は機器の提供、建築物又は設備の改修その他の当該障害者の環

境を調整する措置（当該障害者の就業時間又は業務内容を変更する措置で

事業活動の目的の達成が妨げられるもの、既存の建築物の本質的な構造を

変更する措置その他の当該措置を行う者に社会通念上相当と認められる

範囲を超えた過重な負担を課することとなる措置を除く。）をいう。 

 (8) 差別 次に掲げる行為をいう。 

  ア～ウ （略） 

  エ 保健医療サービス若しくは福祉サービスの提供又は不特定かつ多数の

者に対して行っている商品若しくはサービス（保健医療サービス及び福

祉サービスを除く。）の提供若しくは不動産の取引を、正当な理由なく、

障害者の持つ障害を理由として、拒否し、若しくは制限し、又はこれに

条件を課すこと。 

オ～ク （略） 

 (9)～(10) （略） 
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◎医師法（昭和２３年法律第２０１号） 

第１９条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事

由がなければ、これを拒んではならない。 

２ （略） 

 

◎歯科医師法（昭和２３年法律第２０２号）（略） 

第１９条 診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当

な事由がなければ、これを拒んではならない。 

２ （略） 

 

◎医療法（昭和２３年法律第２０５号）（抄） 

第１条の４ （略） 

２ 医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手は、医療を提供す

るに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めなけ

ればならない。 

３～５ （略） 

 

◎医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）（抄） 

第１０条 病院、診療所又は助産所の管理者は、患者、妊婦、産婦又はじよく

婦を入院させ、又は入所させるに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しな

ければならない。ただし、第一号から第三号までに掲げる事項については、

臨時応急のため入院させ、又は入所させるときは、この限りでない。 

一・二 （略） 

三 精神病患者又は感染症患者をそれぞれ精神病室又は感染症病室でない病

室に入院させないこと。 

四～六 （略） 
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◎精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）（抄） 

（任意入院） 

第２２条の３ 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合において

は、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。 

 

（申請等に基づき行われる指定医の診察等） 

第２７条 都道府県知事は、第二十三条から前条までの規定による申請、通報

又は届出のあつた者について調査の上必要があると認めるときは、その指定

する指定医をして診察をさせなければならない。 

２ 都道府県知事は、入院させなければ精神障害のために自身を傷つけ又は他

人に害を及ぼすおそれがあることが明らかである者については、第二十三条

から前条までの規定による申請、通報又は届出がない場合においても、その

指定する指定医をして診察をさせることができる。 

３～５ （略） 

 

（都道府県知事による入院措置） 

第２９条 都道府県知事は、第二十七条の規定による診察の結果、その診察を

受けた者が精神障害者であり、かつ、医療及び保護のために入院させなけれ

ばその精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると

認めたときは、その者を国等の設置した精神科病院又は指定病院に入院させ

ることができる。 

２ 前項の場合において都道府県知事がその者を入院させるには、その指定す

る二人以上の指定医の診察を経て、その者が精神障害者であり、かつ、医療

及び保護のために入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は

他人に害を及ぼすおそれがあると認めることについて、各指定医の診察の結

果が一致した場合でなければならない。 

３・４ （略） 

 

第２９条の２ 都道府県知事は、前条第一項の要件に該当すると認められる精

神障害者又はその疑いのある者について、急速を要し、第二十七条、第二十

八条及び前条の規定による手続を採ることができない場合において、その指

定する指定医をして診察をさせた結果、その者が精神障害者であり、かつ、

直ちに入院させなければその精神障害のために自身を傷つけ又は他人を害す

るおそれが著しいと認めたときは、その者を前条第一項に規定する精神科病

院又は指定病院に入院させることができる。 

２ 都道府県知事は、前項の措置をとつたときは、すみやかに、その者につき、
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前条第一項の規定による入院措置をとるかどうかを決定しなければならない。 

３・４ （略） 

 

（医療保護入院） 

第３３条 精神科病院の管理者は、次に掲げる者について、保護者の同意があ

るときは、本人の同意がなくてもその者を入院させることができる。 

一 指定医による診察の結果、精神障害者であり、かつ、医療及び保護のた

め入院の必要がある者であつて当該精神障害のために第二十二条の三の規

定による入院が行われる状態にないと判定されたもの 

二 第三十四条第一項の規定により移送された者 

２ 精神科病院の管理者は、前項第一号に規定する者の保護者について第二十

条第二項第四号の規定による家庭裁判所の選任を要し、かつ、当該選任がさ

れていない場合又は第三十四条第二項の規定により移送された場合において、

前項第一号に規定する者又は同条第二項の規定により移送された者の扶養義

務者の同意があるときは、本人の同意がなくても、当該選任がされるまでの

間、四週間を限り、その者を入院させることができる。 

３ （略） 

４ 第一項又は第二項に規定する場合において、精神科病院（厚生労働省令で

定める基準に適合すると都道府県知事が認めるものに限る。）の管理者は、緊

急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に診察を

行わせることができる。この場合において、診察の結果、精神障害者であり、

かつ、医療及び保護のため入院の必要がある者であつて当該精神障害のため

に第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判定されたとき

は、第一項又は第二項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二時

間を限り、その者を入院させることができる。 

５～７ （略） 

 

（応急入院） 

第３３条の４ 厚生労働大臣の定める基準に適合するものとして都道府県知事

が指定する精神科病院の管理者は、医療及び保護の依頼があつた者について、

急速を要し、保護者（第三十三条第二項に規定する場合にあつては、その者

の扶養義務者）の同意を得ることができない場合において、その者が、次に

該当する者であるときは、本人の同意がなくても、七十二時間を限り、その

者を入院させることができる。 

一 指定医の診察の結果、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させなけれ

ばその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該精神
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障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと判

定されたもの 

二 第三十四条第三項の規定により移送された者 

２ 前項に規定する場合において、同項に規定する精神科病院の管理者は、緊

急その他やむを得ない理由があるときは、指定医に代えて特定医師に同項の

医療及び保護の依頼があつた者の診察を行わせることができる。この場合に

おいて、診察の結果、その者が、精神障害者であり、かつ、直ちに入院させ

なければその者の医療及び保護を図る上で著しく支障がある者であつて当該

精神障害のために第二十二条の三の規定による入院が行われる状態にないと

判定されたときは、同項の規定にかかわらず、本人の同意がなくても、十二

時間を限り、その者を入院させることができる。 

３～７ （略） 

 

◎心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法

律（平成１５年法律第１１０号）（抄） 

（鑑定入院命令） 

第３４条 前条第一項の申立てを受けた地方裁判所の裁判官は、対象者につい

て、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行

うことなく、社会に復帰することを促進するためにこの法律による医療を受

けさせる必要が明らかにないと認める場合を除き、鑑定その他医療的観察の

ため、当該対象者を入院させ第四十条第一項又は第四十二条の決定があるま

での間在院させる旨を命じなければならない。この場合において、裁判官は、

呼出し及び同行に関し、裁判所と同一の権限を有する。 

２～６ （略） 

 

（入院等の決定） 

第４２条 裁判所は、第三十三条第一項の申立てがあった場合は、第三十七条

第一項に規定する鑑定を基礎とし、かつ、同条第三項に規定する意見及び対

象者の生活環境を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める

決定をしなければならない。 

一 対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行

うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律

による医療を受けさせる必要があると認める場合 医療を受けさせるため

に入院をさせる旨の決定 

二 前号の場合を除き、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴

って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、こ
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の法律による医療を受けさせる必要があると認める場合 入院によらない

医療を受けさせる旨の決定 

三 （略） 

２ （略） 

 

（入院等） 

第４３条 前条第一項第一号の決定を受けた者は、厚生労働大臣が定める指定

入院医療機関において、入院による医療を受けなければならない。 

２ 前条第一項第二号の決定を受けた者は、厚生労働大臣が定める指定通院医

療機関による入院によらない医療を受けなければならない。 

３・４ （略） 

 

（退院の許可又は入院継続の確認の決定） 

第５１条 裁判所は、第四十九条第一項若しくは第二項又は前条の申立てがあ

った場合は、指定入院医療機関の管理者の意見（次条の規定により鑑定を命

じた場合は、指定入院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定）を基礎とし、

かつ、対象者の生活環境（次条の規定により鑑定を命じた場合は、対象者の

生活環境及び同条後段において準用する第三十七条第三項に規定する意見）

を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める決定をしなけれ

ばならない。 

一 対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行

うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院を継続させてこの

法律による医療を受けさせる必要があると認める場合 退院の許可の申立

て若しくはこの法律による医療の終了の申立てを棄却し、又は入院を継続

すべきことを確認する旨の決定 

二 前号の場合を除き、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴

って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、こ

の法律による医療を受けさせる必要があると認める場合 退院を許可する

とともに入院によらない医療を受けさせる旨の決定 

三 （略） 

２～４ （略） 

 

（入院等の決定） 

第６１条 裁判所は、第五十九条第一項又は第二項の規定による申立てがあっ

た場合は、指定通院医療機関の管理者の意見（次条第一項の規定により鑑定

を命じた場合は、指定通院医療機関の管理者の意見及び当該鑑定）を基礎と
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し、かつ、対象者の生活環境（次条第一項の規定により鑑定を命じた場合は、

対象者の生活環境及び同条第一項後段において準用する第三十七条第三項に

規定する意見）を考慮し、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める

決定をしなければならない。 

一 対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴って同様の行為を行

うことなく、社会に復帰することを促進するため、入院をさせてこの法律

による医療を受けさせる必要があると認める場合 医療を受けさせるため

に入院をさせる旨の決定 

二 前号の場合を除き、対象行為を行った際の精神障害を改善し、これに伴

って同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進するため、こ

の法律による医療を受けさせる必要があると認める場合 申立てを棄却す

る旨の決定 

三 （略） 

２～６ （略） 
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◎酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律（昭和３６年法律

第１０３号）（抄） 

 （保護） 

第３条 警察官は、酩酊者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共

の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物（以

下「公共の場所又は乗物」という。）において、粗野又は乱暴な言動をしてい

る場合において、当該酩酊者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照

らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があ

ると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当

な場所に、これを保護しなければならない。 

２～４ （略） 

 

◎感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成１０年法律

第１１４号）（抄） 

 （健康診断） 

第１７条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は新型イ

ンフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必要があると認めるときは、

当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し当該感

染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受け、又はその保護

者（親権を行う者又は後見人をいう。以下同じ。）に対し当該感染症にかかっ

ていると疑うに足りる正当な理由のある者に健康診断を受けさせるべきこと

を勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない

ときは、当該勧告に係る感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由の

ある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる。 

３・４ （略） 

 

（就業制限） 

第１８条 （略） 

２ 前項に規定する患者及び無症状病原体保有者は、当該者又はその保護者が

同項の規定による通知を受けた場合には、感染症を公衆にまん延させるおそ

れがある業務として感染症ごとに厚生労働省令で定める業務に、そのおそれ

がなくなるまでの期間として感染症ごとに厚生労働省令で定める期間従事し

てはならない。 

３～６ （略） 
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（入院） 

第１９条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると

認めるときは、当該感染症の患者に対し特定感染症指定医療機関若しくは第

一種感染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該患者を入院さ

せるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得ない理

由があるときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機

関以外の病院若しくは診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの

に入院し、又は当該患者を入院させるべきことを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告をする場合には、当該勧告に係る

患者又はその保護者に対し適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなけ

ればならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わな

いときは、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医療機関又は第一種感染症

指定医療機関（同項ただし書の規定による勧告に従わないときは、特定感染

症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院又は診療所で

あって当該都道府県知事が適当と認めるもの）に入院させることができる。 

４～７ （略） 

 

第２０条 都道府県知事は、一類感染症のまん延を防止するため必要があると

認めるときは、当該感染症の患者であって前条の規定により入院しているも

のに対し十日以内の期間を定めて特定感染症指定医療機関若しくは第一種感

染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該入院に係る患者を入

院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他やむを得な

い理由があるときは、十日以内の期間を定めて、特定感染症指定医療機関若

しくは第一種感染症指定医療機関以外の病院若しくは診療所であって当該都

道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該患者を入院させるべきこ

とを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない

ときは、十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る患者を特定感染症指定医

療機関又は第一種感染症指定医療機関（同項ただし書の規定による勧告に従

わないときは、特定感染症指定医療機関若しくは第一種感染症指定医療機関

以外の病院又は診療所であって当該都道府県知事が適当と認めるもの）に入

院させることができる。 

３～５ （略） 

６ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該

患者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を得るよう努めるとと
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もに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べる機会を与えなけれ

ばならない。この場合においては、当該患者又はその保護者に対し、あらか

じめ、意見を述べるべき日時、場所及びその勧告の原因となる事実を通知し

なければならない。 

７・８ （略） 

 

（最小限度の措置） 

第２２条の２ 第十七条から第二十一条までの規定により実施される措置は、

感染症を公衆にまん延させるおそれ、感染症にかかった場合の病状の程度そ

の他の事情に照らして、感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止する

ため必要な最小限度のものでなければならない。 

 

（感染を防止するための協力） 

第４４条の３ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止

するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、

当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該

感染症の潜伏期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他の

健康状態について報告を求めることができる。 

２ 都道府県知事は、新型インフルエンザ等感染症のまん延を防止するため必

要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定

により報告を求めた者に対し、同項の規定により定めた期間内において、当

該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の当該感染症

の感染の防止に必要な協力を求めることができる。 

３ 前二項の規定により報告又は協力を求められた者は、これに応ずるよう努

めなければならない。 

４・５ （略） 

 

（新感染症に係る健康診断） 

第４５条 都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認

めるときは、当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のある

者に対し当該新感染症にかかっているかどうかに関する医師の健康診断を受

け、又はその保護者に対し当該新感染症にかかっていると疑うに足りる正当

な理由のある者に健康診断を受けさせるべきことを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない

ときは、当該勧告に係る新感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由

のある者について、当該職員に健康診断を行わせることができる。 
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３ （略） 

 

（新感染症の所見がある者の入院） 

第４６条 都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認

めるときは、新感染症の所見がある者に対し十日以内の期間を定めて特定感

染症指定医療機関に入院し、又はその保護者に対し当該新感染症の所見があ

る者を入院させるべきことを勧告することができる。ただし、緊急その他や

むを得ない理由があるときは、特定感染症指定医療機関以外の病院であって

当該都道府県知事が適当と認めるものに入院し、又は当該新感染症の所見が

ある者を入院させるべきことを勧告することができる。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が当該勧告に従わない

ときは、十日以内の期間を定めて、当該勧告に係る新感染症の所見がある者

を特定感染症指定医療機関（同項ただし書の規定による勧告に従わないとき

は、特定感染症指定医療機関以外の病院であって当該都道府県知事が適当と

認めるもの）に入院させることができる。 

３・４ （略） 

５ 都道府県知事は、第一項の規定による勧告をしようとする場合には、当該

新感染症の所見がある者又はその保護者に、適切な説明を行い、その理解を

得るよう努めるとともに、都道府県知事が指定する職員に対して意見を述べ

る機会を与えなければならない。この場合においては、当該新感染症の所見

がある者又はその保護者に対し、あらかじめ、意見を述べるべき日時、場所

及びその勧告の原因となる事実を通知しなければならない。 

６・７ （略） 

 

（最小限度の措置） 

第４８条の２ 第四十五条から第四十七条までの規定により実施される措置は、

新感染症を公衆にまん延させるおそれ、新感染症にかかった場合の病状の程

度その他の事情に照らして、新感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防

止するため必要な最小限度のものでなければならない。 

 

（感染を防止するための協力） 

第５０条の２ 都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要がある

と認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新感染症にかか

っていると疑うに足りる正当な理由のある者に対し、当該新感染症の潜伏期

間と想定される期間を考慮して定めた期間内において、当該者の体温その他

の健康状態について報告を求めることができる。 
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２ 都道府県知事は、新感染症のまん延を防止するため必要があると認めると

きは、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により報告を求めた

者に対し、同項の規定により定めた期間内において、当該者の居宅又はこれ

に相当する場所から外出しないことその他の当該新感染症の感染の防止に必

要な協力を求めることができる。 

３ 前二項の規定により報告又は協力を求められた者は、これに応ずるよう努

めなければならない。 

４ （略） 


